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看護師等の資格を有する者の介護職員初任者研修修了認定について

　看護師等の資格を有する者が、介護職員としての業務に携わろうとする場合は、介護職員初任者研修の研修科目の全てを免除することができることとする。
　ただし、看護師等の業務に従事していた時期から相当の期間（１０年以上）を経ている者で、１０年以内に在宅福祉サービス若しくはこれに類似するサービスの従事経験（就労日数：９０日以上）のない者については、職場研修等を必要とすることとする。

（１）修了認定
看護師等の資格を有する者が、初任者研修の修了認定を受けようとする場合は、県知事あて以下の申請書類を提出するものとし、知事は、関係書類を審査し、修了証明の交付を決定するものとする。
①申請書（様式１）
②看護師等の資格認定書（写し）
③実務経験に関する証明書（様式２）
④雇用（予定）証明書（様式３）
⑤職場研修実施証明書（様式４）（研修の必要となる者のみ）

（２）留意事項
看護師等の資格を有する者が、訪問介護員として雇用される場合は、訪問介護員として雇用されるのであって、保健師助産師看護師法に規定されている診療の補助及び療養上の世話の業務（社会福祉士法及び介護福祉士法（昭和６０年法律第３０号）の規定に基づく、自らの事業又はその一環として、たんの吸引等（口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内の喀痰吸引、胃ろう又は胃ろうによる経管栄養又は経鼻経管栄養をいう。）の業務を行うための登録を受けている事業所において実施されるたんの吸引等の業務を除く。）を行うものではないことに注意すること。


【職場研修について】
　職場研修は、対象者を採用する権限を有する者（以下「事業主」という。）が、その責任において次の要件を満たす研修を行うものとする。
　また、介護職員初任者研修事業を実施する研修機関で講義及び演習科目を受講した場合は、これに代えることができることとする。
（1）研修講師は、原則として、社会福祉士、介護福祉士の資格等を有する者とする。
　　（資格取得後、５年以上の業務経験を有すること）
（2）職場研修の内容は、下記に定める科目、時間数以上のものとする。
〔内容〕
①介護における尊厳の保持・自立支援（９時間）
②介護の基本（３時間）
　　１．介護職の役割、専門性と多職種との連携
　　２．介護職の職業倫理
③介護・福祉サービスの理解と医療との連携（６時間）
　　１．介護保険制度
　　２．障害者自立支援制度およびその他制度
（3）研修のテキストは、市販されている介護職員初任者研修用のテキストを使用するものとする。
（4）講師はレジュメを作成するなど、対象者の理解を促すよう努めなければならない。
（5）県は、研修の内容が適切でないときは、適切な内容となるように事業主を指導することができるものとする。
